
 

出願審査請求料改正のお知らせ 
 

平成２３年７月 

特 許 庁 

 

 「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が７月８日に閣議決定されました。これに

より出願審査請求料が引き下げられることとなります。この政令の施行期日は平成２３年８月

１日とすることとしておりますので、お知らせいたします。 

 今回の改正により審査請求料が約２０万円から約１５万円（約２５％）（平均的な特許出願の

場合）へ引き下げられることとなります。 

 施行日以降にされる審査請求手続に対しての審査請求料は、以下のとおりとなります。 

 

１．料金引下げの対象となる出願審査請求料の新旧料金（抜粋） 

○審査請求料 

 新 料 金 現 行 料 金 

通常の特許出願 118,000 円＋請求項数×4,000 円 168,600 円＋請求項数×4,000 円

特許庁が国際調査報告を作

成した国際特許出願 
71,000 円＋請求項数×2,400 円 101,200 円＋請求項数×2,400 円

特許庁以外が国際調査報告を

作成した国際特許出願 
106,000円＋請求項数× 3,600円 151,700 円＋請求項数× 3,600 円

特定登録調査機関が交付し

た調査報告書を提示した特

許出願 

94,000 円＋請求項数× 3,200 円 134,900 円＋請求項数× 3,200 円

（昭和６３年以降の出願、かつ平成１６年４月１日以降に審査請求を行う出願） 

 

２．新料金の適用について 

 ○改正政令の施行日（平成２３年８月１日）以降にされる審査請求手続に対して改正後の料

金を適用します。 

 ○改正政令の施行日より前に納付すべき審査請求料は改正前の料金（以下、「旧料金」といい

ます。）を適用します。 

 ※以下の審査請求料については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。 

①施行日前に審査請求手続がなされたものの、適正な手数料を納付しなかったことによる

手続補正を命じている期間内（特許法第１７条第３項第３号）に施行日を迎えた場合の

審査請求料 

②施行日前に審査請求料の納付繰延べを行った結果、施行日以降に納付することになった

審査請求料 

 

このお知らせに記載する施行日や料金改正に関する詳しい内容などは、特許庁ホームペー

ジ（http://www.jpo.go.jp/indexj.htm）等でご確認ください。 

 

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm


 

 

 

 

電子出願ソフトをご利用の皆様へ 

出願審査請求料の改正に対応した平成２３年８月１日料金改正パッチをリリースいたし

ます。 

 ダウンロード開始日：平成２３年７月２９日 １７：００～ 

詳細は、INPITサイト 平成２３年８月１日料金改正パッチリリースのお知らせ

（http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/pat20110801.html）をご参照下さい。 

 

 

 ＜問い合わせ先＞ 

○出願審査請求料について 

 特許庁総務部総務課調整班  03-3581-1101（内線2105） 

  〃 審査業務部方式審査課 03-3581-1101（内線2623） 

  〃 審査業務部国際出願課 03-3581-1101（内線2644） 

 

○電子出願ソフトについて 

 電子出願ソフトサポートセンター 03-5744-8534 (直通) 
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